
桑名市消防本部訓令第１号 

消防本部 

消防署 

桑名市消防衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年３月19日 

桑名市消防長 井 上 智 博   

桑名市消防衛生管理規程の一部を改正する訓令 

桑名市消防衛生管理規程（平成16年桑名市訓令第82号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「又は消防署」を削る。 

第７条第１項中「消防本部」を「消防組織内」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和８年３月31日から施行する。 

  


